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プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
政
治
思
想
に
関
す
る

一
考
察

ー
と
く
に
、
『
ド
イ
ツ
帝
国
国
領
諭
』
を
中
心
に
－

前
　
田

1
　
は
じ
め
に
1
間
題
の
所
在
1

俊
文

　
神
聖
回
ー
マ
帝
国
は
一
八
〇
六
年
に
崩
壊
す
る
が
、
へ
ー
ゲ
ル
は
そ
の

直
前
に
著
し
た
未
刊
の
遺
稿
『
ド
イ
ツ
国
制
論
』
の
な
か
で
、
政
治
的
分

裂
状
態
に
あ
る
帝
国
の
惨
状
を
み
て
、
「
ド
イ
ツ
は
も
は
や
国
家
で
は
在

い
」
と
嘆
息
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
と
異
な
り

国
家
的
統
一
が
遅
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
で
は
、
帝
国
に
従
属
す
ぺ
き
領
邦

　
’
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

富
…
δ
・
昌
ヨ
が
実
質
的
な
主
権
を
獲
得
し
て
領
邦
国
家
H
o
胃
ぎ
ユ
巴
芋

竃
け
へ
と
発
麗
す
る
に
至
り
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
は
も
は
や
国
家
の
実
体

を
喪
失
し
、
名
目
上
の
存
在
と
化
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
形
骸
化
し
た
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
制
に
対
す
る
批
判
は
、
一
六
世
紀

以
来
、
ド
イ
ツ
の
国
法
学
者
た
ち
の
中
心
的
論
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ

こ
で
は
と
く
に
、
国
家
と
し
て
の
機
能
が
麻
癖
し
た
帝
国
は
果
た
し
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
伝
統
的
国
制
区
分
で
あ
る
三
政
体
－
君
主
攻
、

貴
族
政
、
民
主
政
ー
の
い
ず
れ
に
属
す
る
の
か
、
と
い
う
政
体
諭
を
め

ぐ
る
論
議
が
活
発
に
な
さ
れ
て
い
た
。

　
一
七
世
紀
の
ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
自
然
法
学
者
、
ザ
ム
エ
ル
・
フ
ォ

ン
．
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
（
＝
ハ
三
二
－
九
四
）
も
ま
た
、
神
聖
ロ
ー
マ

帝
国
の
政
体
を
研
究
し
た
一
人
で
あ
っ
た
。

　
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
も
と
も
と
自
然
法
研
究
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と

し
て
そ
の
思
想
的
営
為
を
開
始
し
た
が
、
早
い
時
期
か
ら
歴
史
研
究
に
も

強
い
関
心
を
抱
き
、
主
著
『
自
然
法
と
万
民
法
』
（
ニ
ハ
七
二
年
）
を
完

成
す
る
五
年
前
に
、
す
で
に
、
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
・
デ
・
モ
ン
ツ
ァ
ン
バ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ノ
と
い
う
匿
名
を
用
い
て
、
『
ド
イ
ツ
帝
国
国
制
論
』
（
ニ
ハ
六
七
年
、
以

下
『
国
制
論
』
と
略
記
）
と
題
す
る
、
神
聖
回
ー
マ
帝
国
の
歴
史
に
関
す

る
政
治
文
書
を
著
し
て
い
る
。

　
『
国
制
論
』
は
、
直
接
に
は
ド
イ
ツ
帝
国
（
神
聖
回
ー
マ
帝
国
）
の
国

制
批
判
を
中
心
主
題
と
し
て
い
た
が
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
こ
の
著
作

に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
政
体
に
関
す
る
国
法
学
者
た
ち
の
議
論
を
諭

駁
し
、
帝
国
の
国
家
形
態
は
三
政
体
の
い
ず
れ
に
も
分
類
不
可
能
で
あ
っ

て
、
「
変
則
的
な
国
家
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
と
主
張
し
た
。
さ
ら

に
か
れ
は
、
『
国
制
論
』
の
な
か
で
、
政
体
の
変
則
性
に
伴
う
帝
国
内
の

不
和
や
対
立
を
解
決
す
る
た
め
の
改
革
案
を
提
唱
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
政
治
思
想
研
究
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
か
れ
の
自
然
法
国
家
理
論
（
『
自
然
法
と
万
民
法
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
里
〕

『
自
然
法
に
基
づ
く
人
間
お
よ
ぴ
市
民
の
義
務
』
）
に
関
す
る
研
究
に
集
中

孔
へ
『
国
制
論
』
の
も
つ
意
義
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
『
国
制
論
』
に
お
い
て
展
開
さ
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れ
た
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
ド
イ
ツ
帝
国
に
関
す
る
国
制
認
識
は
、
か
れ

の
自
然
法
国
家
理
論
と
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
『
国
制

論
』
を
分
析
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ

え
本
稿
で
は
、
『
国
制
論
』
を
軸
に
し
て
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
政
治
思

想
を
検
討
し
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
研
究
に
一
つ
の
新
し
い
視
角
を
提
供

し
た
い
。
こ
の
さ
い
、
私
は
次
の
諸
点
に
留
意
し
つ
つ
考
究
を
す
す
め

る
。

　
〕

　
一
　
ま
ず
、
『
国
制
論
』
は
、
神
聖
回
ー
マ
帝
国
の
歴
史
的
批
判
を
中

　
〔

心
主
題
と
し
た
政
治
文
書
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
性
格
に
鑑
み
て
、
当
時

の
ド
イ
ツ
が
い
か
な
る
政
治
社
会
状
況
に
あ
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
。

　
〕

　
二
　
次
に
、
自
然
法
国
家
理
論
と
『
国
制
論
』
の
論
理
的
連
関
を
解
明

　
〔

す
る
キ
ー
概
念
で
あ
る
国
家
形
態
論
の
も
つ
意
味
を
明
確
に
す
る
。

　
〕

　
三
　
最
後
に
、
プ
ー
フ
呂
ン
ド
ル
フ
の
帝
国
改
革
案
を
考
察
す
る
こ
と

　
〔

に
よ
り
、
一
般
に
領
邦
絶
対
主
義
の
擁
護
者
と
考
え
ら
れ
て
き
た
プ
ー
フ

ェ
ン
ド
ル
フ
が
、
実
は
、
頒
邦
の
特
殊
利
害
よ
り
も
帝
国
金
体
の
国
家
利

益
を
優
先
さ
せ
、
帝
国
の
国
家
的
統
一
性
を
維
持
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ

帝
国
を
連
邦
国
家
（
目
冒
監
誘
雪
津
）
と
し
て
再
編
し
よ
う
と
試
み
て
い

た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

皿
　
ド
イ
ッ
の
時
代
状
況

　
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
世
界
最
初
の
国
際
的
宗
教
戦
争
で
あ
る
三
〇

年
戦
争
（
：
ハ
一
八
－
四
八
）
の
真
只
中
に
お
い
て
生
を
享
け
た
が
、
ド

イ
ツ
を
主
戦
場
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
こ
の
宗
教
戦
争
に
よ
っ
て
、
ド

イ
ツ
の
社
会
お
よ
び
経
済
は
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
荒
廃
し
た
。
平
和
へ
の

気
運
が
高
ま
る
な
か
、
一
六
四
八
年
に
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
講
和
条

約
が
締
結
き
れ
、
三
〇
年
戦
争
は
終
結
を
迎
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
講
和
条
約
は
一
般
に
、
「
帝
国
の
死
亡
証
書
」
と
呼

ぱ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
条
約
に
よ
っ
て
、
帝
国
等
族
〔
局
o
－
、

○
冨
岬
茜
邑
三
帝
国
議
会
に
出
席
す
る
資
格
を
与
え
ら
れ
た
諸
身
分
〕
1

－
選
帝
侯
、
諸
侯
、
都
市
　
　
に
は
、
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
の
自
由
権

ご
σ
胃
＄
け
、
す
な
わ
ち
、
領
邦
の
主
権
た
る
領
邦
高
権
（
甘
二
昌
ま
R
巨
o
）

お
よ
ぴ
同
盟
締
結
権
が
公
式
に
認
め
ら
れ
た
た
め
、
領
邦
が
い
ま
や
主
権

国
家
と
し
て
台
頭
し
、
ド
イ
ツ
皇
帝
は
全
国
土
を
統
轄
す
る
権
能
を
喪
失

し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ド
イ
ツ
帝
国
は
君
主
政
国
家

と
い
う
よ
り
も
、
諸
国
家
の
連
合
体
の
よ
う
な
政
体
を
と
っ
て
い
た
と
い

え
る
。

　
さ
て
、
ド
イ
ツ
の
帝
国
等
族
が
ニ
ハ
四
八
年
の
条
約
に
よ
っ
て
領
邦
高

権
と
同
盟
締
結
権
と
を
獲
得
す
る
ま
で
に
は
長
い
歳
月
を
要
し
た
淋
ジ
伽

れ
ら
が
こ
れ
ら
の
政
治
的
権
利
を
要
求
す
る
た
め
に
喝
え
て
き
た
標
語
は
、

「
ド
イ
ツ
の
白
由
」
と
い
う
伝
統
思
想
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
「
ド
イ
ツ
の

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

自
由
」
と
は
、
帝
国
等
族
の
自
由
と
同
義
で
あ
る
。

　
帝
国
等
族
は
、
ド
イ
ツ
皇
帝
に
対
し
て
は
貴
族
と
し
て
の
立
場
に
あ
っ

た
が
、
か
れ
ら
が
「
ド
イ
ツ
の
自
由
」
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
ユ
ー
ラ
．

ス
タ
ト
ゥ
ウ
ム
（
甘
量
段
算
…
冒
）
1
－
帝
国
等
族
が
中
世
か
ら
受
け
継

ぎ
、
帝
国
改
革
の
時
代
（
一
四
八
六
－
一
五
〇
〇
）
に
獲
得
し
た
特
権
や

大
権
－
－
、
つ
ま
り
、
皇
帝
に
対
す
る
既
得
権
の
擁
護
を
意
味
す
る
ぱ
か

り
で
な
く
、
領
邦
に
お
け
る
政
治
的
主
権
を
要
求
す
る
こ
と
を
も
意
味
し

て
い
た
。
そ
し
て
、
「
ド
イ
ツ
の
自
由
」
は
、
ド
イ
ツ
皇
帝
の
絶
対
主
義

803
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的
な
政
治
権
カ
の
伸
張
を
強
く
阻
止
し
た
の
み
な
ら
ず
、
皇
帝
と
の
権
カ

闘
争
に
勝
利
し
た
ド
イ
ツ
諸
侯
が
、
自
ら
の
領
邦
内
に
絶
対
的
な
支
配
権

を
確
立
す
る
こ
と
を
同
時
に
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

帝
国
等
族
、
と
く
に
一
部
の
有
カ
な
選
帝
侯
と
諸
侯
は
皇
帝
の
カ
を
も
凌

駕
す
る
ほ
ど
の
政
治
権
カ
を
掌
握
す
る
に
至
り
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
政
治
的

分
裂
は
決
定
的
と
な
る
。
し
か
も
、
帝
国
議
会
〔
夷
9
o
罫
冨
㍗
選
帝
侯
、

諸
侯
、
都
市
の
三
部
会
か
ら
成
る
身
分
制
議
会
〕
は
、
金
会
一
致
の
場
合

に
の
み
法
案
が
可
決
さ
れ
る
と
い
う
犬
幅
な
制
約
を
課
さ
れ
て
い
た
た
め
、

実
際
に
は
無
カ
な
存
在
で
あ
り
、
衰
徴
し
た
皇
帝
権
に
代
り
う
る
ほ
ど
の

権
隈
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
帝
国
の
統
一
性
を
維
持
す

る
機
関
は
も
は
や
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
政
治
社
会
状
況
を
背
景
と
し
て
、
国
法
学
者
を
中
心
に
、

形
骸
化
し
た
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
家
形
態
に
つ
い
て
の
論
議
が
盛
ん
に

行
わ
れ
た
。
前
述
し
た
政
体
論
が
そ
の
中
心
的
論
趨
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

ら
の
論
者
た
ち
の
な
か
に
は
、
帝
国
を
君
主
政
体
と
し
た
ラ
イ
ン
キ
ン
グ
、

費
族
政
体
と
み
な
し
た
コ
ン
リ
ン
グ
、
ヒ
ッ
ポ
リ
ト
ゥ
ス
・
ア
・
ラ
ビ
ー

デ
、
混
合
政
体
と
み
た
リ
ム
ネ
ウ
ス
ら
が
い
た
。

　
か
れ
ら
は
い
ず
れ
も
当
時
の
ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
法
・
政
治
学
者
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
論
者
の
な
か
で
も
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
が
最
も
注
目

し
た
の
は
、
ヒ
ヅ
ポ
リ
ト
ゥ
ス
・
ア
・
ラ
ビ
ー
デ
な
る
人
物
で
あ
っ
た
。

ヒ
ソ
ポ
リ
ト
ゥ
ス
・
ア
ニ
7
ビ
ー
デ
と
は
偽
名
で
あ
っ
て
、
実
名
は
ボ
ギ

ス
ラ
ウ
・
ケ
ム
ニ
ッ
ツ
（
一
六
〇
五
－
七
八
）
と
い
う
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

の
女
王
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
に
仕
え
た
学
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ケ

ム
ニ
ッ
ツ
は
ニ
ハ
四
〇
年
、
こ
の
偽
名
を
使
っ
て
、
『
我
々
の
回
ー
マ
“

ド
イ
ツ
帝
国
の
国
家
理
性
に
関
す
る
論
考
』
と
い
う
普
物
を
公
刊
し
た
が
、

こ
の
暫
物
は
ド
イ
ツ
帝
国
の
国
制
を
研
究
す
る
人
々
の
間
に
激
し
い
論
争

を
巻
き
起
こ
し
た
。

　
こ
の
著
作
の
な
か
で
ケ
ム
ニ
ヅ
ツ
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
政
体
を
「
君
主

政
的
に
統
治
さ
れ
た
部
分
〔
u
領
邦
の
こ
と
〕
か
ら
成
る
賛
族
政
体
胃
㌣

津
O
O
轟
庄
串
目
昌
胃
O
巨
8
0
呂
混
『
註
邑
目
巨
黒
墨
試
」
と
定
義
し
、
帝

国
の
溝
主
政
的
な
統
治
様
式
は
実
状
に
そ
ぐ
わ
ず
、
実
質
的
に
は
、
帝
国

等
族
が
ド
イ
ツ
の
国
政
を
動
か
す
政
治
主
体
と
な
っ
て
、
皇
帝
権
に
よ
る

支
配
に
対
抗
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

　
政
体
論
は
本
来
、
研
究
者
自
身
の
攻
治
的
実
践
と
深
く
緒
ぴ
つ
い
て
お

り
、
帝
国
を
君
主
政
体
と
す
る
論
者
は
皇
帝
権
カ
を
、
貴
族
政
体
と
み
な

す
諭
者
は
帝
国
等
族
の
自
由
”
「
ド
イ
ツ
の
自
由
」
を
擁
護
す
る
こ
と
を

そ
の
政
治
的
目
標
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
貴
族
政
体
を
主

張
し
た
ケ
ム
ニ
ッ
ツ
は
、
等
族
の
自
由
を
守
り
、
皇
帝
権
を
弱
体
化
さ
せ
、

帝
位
を
独
占
し
て
い
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
ー
ー
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
を
撲
滅
せ
ん

と
す
る
政
治
的
意
図
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ

は
、
ケ
ム
ニ
ッ
ツ
の
ド
イ
ツ
帝
国
国
制
分
析
か
ら
多
く
を
学
ぴ
刺
激
を
受

け
つ
つ
も
、
ケ
ム
ニ
ッ
ツ
に
対
し
て
論
争
を
挑
み
、
か
れ
独
自
の
国
制
認

識
に
到
達
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
国
制
を
ど
の
よ
う
に

み
て
い
た
の
か
。
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皿

プ
ー
フ
ェ

国
制
認
識

ン
ド
ル

D
ド
f
ソ
青
国
こ

‘
　
　
　
　
　
一
　
　
，
　
　
．
1
［
｛

つ

い
て

の

　
ド
イ
ツ
帝
国
の
政
治
社
会
状
況
は
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
国
家
理
論

に
も
明
ら
か
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
自
然
法
国
家
理
論
の
構
築
に
あ
た

っ
て
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
社
会
契
約
説
の
基
本
シ
ェ
ー
マ
で
あ
る

《
人
間
論
ψ
自
然
状
態
ψ
社
会
契
約
リ
主
権
の
設
立
影
と
い
う
構
図
に
従

っ
て
い
た
が
、
主
権
諭
（
『
自
然
法
と
万
民
法
』
第
七
編
第
三
章
　
　
第

九
章
）
に
お
い
て
、
か
れ
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
国
制
を
と
く
に
意
識
し
た

一
章
を
設
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
自
然
法
と
万
民
法
』
第
七
編
第
五

章
の
国
家
形
態
論
（
U
o
｛
o
・
弐
蜆
屋
・
≡
ヨ
勺
⊆
g
8
昌
目
）
で
あ
る
。

　
こ
の
章
で
、
か
れ
は
国
家
の
形
態
を
「
規
則
的
な
・
晶
巨
胃
亘
国
家

と
「
変
則
的
な
－
胃
O
箔
－
彗
ど
国
家
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
て

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
主
権
は
最
高
か
つ
不
可
分
な
も
の
と
捉
え
て

い
た
が
、
「
規
則
的
な
」
国
家
と
は
、
主
梅
H
最
高
権
カ
（
豊
昌
昌
自
昌

ぎ
潟
ユ
自
目
）
が
分
割
・
分
離
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
つ
の
意
思
に
よ
っ

て
行
使
さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
「
一
つ
の
魂
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
い

る
」
国
家
に
他
な
ら
な
い
。
一
方
、
「
変
則
的
な
」
国
家
と
は
、
そ
れ
と

は
対
極
的
な
概
念
で
あ
り
、
主
権
が
分
割
さ
れ
、
国
家
的
な
統
一
性
が
見

受
け
ら
れ
な
い
国
家
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
「
変
則
的
な
国
家
」
は
、
前
述
の
三
政
体
の
い
ず
れ
に
も

属
せ
ず
、
ま
た
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
自
身
の
主
権
論
の
根
本
原
理
と
も

一
致
し
な
い
国
家
形
態
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
政
体
の
こ
う
し
た
「
変
則

性
L
が
最
も
顕
著
に
み
ら
れ
る
例
と
し
て
、
か
れ
が
挙
げ
て
い
る
の
が
東

西
分
裂
後
の
ロ
ー
マ
帝
国
と
、
か
れ
の
祖
国
た
る
ド
イ
ツ
帝
国
（
＝
自
喝
『
－

－
≡
自
Ω
呂
昌
曇
巳
〇
一
』
目
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
『
白
然
法
と
万
民
法
』
の
国
家
形

態
論
の
章
に
お
い
て
は
、
か
れ
が
「
変
則
的
な
国
家
」
と
規
定
し
た
ド
イ

ツ
帝
国
の
国
制
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
問
魑
点
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ

て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
『
国
制
論
』
が
『
自
然
法
と
万
民
法
』
の
五

年
前
に
公
刊
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
国
制
に
つ
い
て
は
『
国
制
論
』
の
な
か
で
す
で
に
十

分
論
議
さ
れ
て
お
り
、
改
め
て
『
自
然
法
と
万
民
法
』
の
国
家
形
態
論
の

章
に
お
い
て
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
必
要
は
な
い
と
ブ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ

自
身
が
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
国
家
形
態
論
の
章

の
な
か
で
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
国
制
を
論
じ
た
研
究
者
の
一
人
と
し
て
、
か

れ
自
身
の
匿
名
で
あ
る
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
・
デ
・
モ
ン
ツ
ァ
ン
バ
ー
ノ
と
い

う
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
そ
の
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
『
国
制
論
』
と
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
自
然
法
国

家
理
論
が
、
国
家
形
態
論
を
媒
介
項
と
し
て
密
接
に
連
関
し
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
国
制
論
』
は
、
後
に
展
開
さ
れ
る
プ

ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
自
然
法
国
家
理
論
体
系
の
一
都
（
国
家
形
態
論
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

成
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
政
体
の
変
則
性
と
い
う
問

題
に
中
心
主
題
を
設
定
し
て
著
さ
れ
た
書
物
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
で
は
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
ド
イ
ツ
帝
国
の
政
体
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
れ
は
『
国
制
論
』
第
六
章

「
ド
イ
ツ
帝
国
の
国
家
形
態
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
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前
述
し
た
よ
う
に
、
か
れ
は
ド
イ
ツ
帝
国
を
「
変
則
的
な
国
家
」
の
一

種
と
み
て
お
り
・
帝
国
の
国
家
形
態
は
規
則
的
な
政
体
の
い
ず
れ
に
も
分

類
さ
れ
え
な
い
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
れ
は
、
国
法
学
者
た
ち

を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
帝
国
の
政
体
論
－
君
主
政
、
貨
族

政
、
混
含
政
体
　
　
を
す
べ
て
批
判
す
る
。
し
か
し
、
か
れ
が
と
く
に
鋭

い
攻
撃
を
浴
ぴ
せ
た
の
は
、
当
時
、
有
カ
な
学
説
で
あ
っ
た
貴
族
政
体
説

と
（
制
眼
）
君
主
政
体
説
で
あ
る
。

　
貴
族
政
体
説
に
つ
い
て
は
、
帝
国
等
族
の
自
由
1
1
「
ド
イ
ツ
の
自
由
」

を
擁
護
す
る
た
め
に
、
帝
国
が
貴
族
政
体
で
あ
る
と
主
張
し
た
ケ
ム
ニ
ッ

ツ
を
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
槍
玉
に
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
プ
ー

フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
ド
イ
ツ
帝
国
を
貴
族
政
体
と
は
み
な
さ
な
か
っ
た
の
か
。

　
そ
れ
は
主
権
に
対
す
る
か
れ
の
考
え
方
と
犬
い
に
関
係
し
て
い
る
。
プ

ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
『
自
然
法
と
万
民
法
』
に
お
い
て
貴
族
政
の
特
質
を

次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
貴
族
政
で
は
、
国
家
の
構
成
員
H
市
民
の
な

か
で
、
選
ぱ
れ
た
少
数
の
市
民
1
－
貴
族
が
合
議
体
を
構
成
し
、
こ
の
合
議

体
が
国
務
の
運
営
に
あ
た
っ
て
の
最
高
権
カ
を
有
し
て
お
り
、
議
員
で
あ

る
貴
族
は
議
会
の
決
定
に
必
ず
服
さ
ね
ぱ
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
プ
ー
フ

ェ
ン
ド
ル
フ
は
貴
族
政
の
本
質
は
「
最
高
の
主
権
を
確
固
た
る
、
永
久
の

議
会
あ
る
い
は
合
議
体
に
委
託
す
る
こ
と
」
に
あ
る
と
み
て
い
た
わ
け
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
貴
族
政
体
に
お
い
て
は
、
国
政
を
行
う
合
議
体
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ブ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
主
権
論
の
根
本
原
理
で
あ
る
最
高
か
つ
不
可
分
の

、
　
　
、

主
権
を
担
う
こ
と
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
最
高
主
権
を
も
っ
た
合
議
体
は

存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ぱ
、
帝
国
議
会
は
実
際
に
は
有
名
無
実
で
あ
っ

て
、
定
期
的
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
帝
国
議
会
の
構
成
員
で
あ
る

貴
族
”
帝
国
等
族
が
実
質
的
な
政
治
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
う
し
た
根
拠
に
基
づ
い
て
、
か
れ
は
ド
イ
ツ
帝
国
が
貴
族
政

体
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
。

　
ド
イ
ツ
帝
国
は
貴
族
政
体
で
は
な
い
、
と
述
ぺ
た
の
ち
に
、
プ
ー
フ
ェ

ン
ド
ル
フ
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
は
規
則
的
な
君
主
政
体
で
も
な
い
、
と
主
張

す
る
。
君
主
政
体
は
絶
対
君
庄
政
と
制
眼
君
主
政
に
区
別
さ
れ
る
が
、
皇

帝
権
の
実
体
を
考
量
す
れ
ぱ
、
帝
国
が
絶
対
君
主
政
で
は
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
れ
が
帝
国
を
制
隈
君
主
政
と
も
み
な
い
の
は

次
の
理
由
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
す
な
わ
ち
、
ブ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
考
え
に
よ
れ
ぱ
、
制
限
君
主
政
と

い
え
ど
も
、
主
権
は
分
割
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
「
国
家
の
魂
」
で
あ
る

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

最
高
か
つ
不
可
分
の
主
権
は
あ
く
ま
で
も
国
王
（
皇
帝
）
が
も
つ
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
制
眼
君
主
政
で
は
、
国
王
（
皇
帝
）
は
絶
対
的
な
政

治
椛
カ
は
有
せ
ず
、
権
カ
を
濫
用
し
な
い
よ
う
国
家
の
基
本
法
や
身
分
制

議
会
に
よ
っ
て
そ
の
行
動
が
監
視
さ
れ
る
が
、
国
王
（
皇
帝
）
は
や
は
り

主
権
者
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
プ
ー

フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
「
最
高
の
（
彗
昌
昌
自
昌
）
」
主
権
と
「
絶
対
的
な
（
き
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

邑
冒
9
ヨ
）
」
主
権
と
を
峻
別
す
る
。
「
絶
対
的
な
」
主
権
と
は
為
政
者
の

悉
意
的
な
権
カ
の
行
使
を
意
味
す
る
が
、
「
最
高
の
」
主
権
は
国
家
の
意

思
を
最
終
的
に
決
定
す
る
権
隈
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

、
　
　
、

制
限
君
主
政
に
お
い
て
は
、
「
絶
対
的
な
」
主
権
は
存
在
し
な
い
が
、
規

則
的
な
国
家
の
成
立
要
件
で
あ
る
「
最
高
の
」
主
権
は
存
在
し
て
い
る
。

プ
ー
フ
ニ
ン
ド
ル
フ
は
制
隈
君
主
政
の
本
質
を
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
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の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ド
イ
ツ
皇
帝
は
こ
う
し
た
「
最
高
の
」
主
権
を

も
っ
て
は
お
ら
ず
主
権
者
と
は
い
え
な
い
。
ゆ
え
に
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル

フ
は
ド
イ
ツ
帝
国
が
制
隈
君
主
政
体
で
あ
る
こ
と
も
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
（
制
隈
）
君
主
政
体
で

あ
れ
、
貴
族
政
体
で
あ
れ
、
一
人
の
君
主
あ
る
い
は
合
議
体
に
委
託
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

れ
た
「
最
高
の
」
主
権
は
、
分
割
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
つ
の
意
思
に
よ

、
　
　
、っ

て
行
使
さ
る
べ
き
こ
と
を
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
主
張
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
で
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
政
体
と
は
何
か
。
ブ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
次
の

よ
う
に
答
え
る
。

　
「
ド
イ
ツ
は
変
則
的
な
政
体
で
あ
っ
て
、
怪
物
に
似
て
い
る
。
耳
血
零
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

気
冨
昌
｛
O
0
8
｛
畠
9
昌
昌
蜆
冨
O
ξ
邑
O
」

　
こ
う
述
べ
た
後
・
プ
ー
フ
呂
ン
ド
ル
フ
は
ド
イ
ツ
帝
国
の
政
体
を
拙
握

す
ぺ
き
新
た
な
概
念
と
し
て
、
「
諸
国
家
の
体
系
（
閉
苫
盆
目
算
串
o
ζ
冨
寸

目
旨
）
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
登
場
さ
せ
る
。
「
諸
国
家
の
体
系
」
と
は
［

複
数
の
主
権
国
家
が
同
盟
等
に
よ
っ
て
一
個
の
政
治
体
を
形
成
す
る
が
、

構
成
諸
国
は
自
国
内
の
政
治
間
魑
に
関
し
て
は
最
高
主
椀
を
有
し
て
い
る
、

国
家
連
合
（
望
畠
〔
呂
σ
昌
o
）
に
類
似
し
た
政
体
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
プ
ー
フ
ユ
ン
ド
ル
フ
の
い
う
「
諸
国
家
の
体
系
」
は
、
厳
密
に
は

国
家
と
は
い
え
ず
、
主
権
諸
国
家
の
ゆ
る
や
か
な
結
合
体
を
意
味
し
て
い

た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
を
「
諸
風
家
の
体

系
」
そ
の
も
の
と
は
み
て
い
な
㌧
と
い
う
の
は
、
君
主
政
国
家
と
し
て

の
ド
イ
ツ
帝
国
は
す
で
に
形
骸
化
し
て
い
る
と
は
い
え
、
■
ド
イ
ツ
皇
帝
は

な
お
、
強
カ
な
君
主
政
的
統
治
を
標
携
し
て
、
「
ド
イ
ツ
の
自
由
」
を
求

め
る
諸
侯
と
対
時
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
時
代
の
趨
勢
と
し
て

は
、
皇
帝
権
に
対
す
る
帝
国
等
族
の
勝
利
は
確
定
的
で
あ
り
、
規
則
的
な

君
主
政
の
状
態
に
戻
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
政
体
を
、
「
諸
国
家
の
体
系
」

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
移
行
し
つ
つ
も
い
ま
だ
に
制
隈
君
主
政
的
な
要
素
を
色
濃
く
残
し
た
政

、体
と
捉
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
講
和
条
約
に
よ
っ
て
、
領
邦
に
お
け
る
主
権

を
正
式
に
認
め
ら
れ
た
帝
国
等
族
は
、
帝
国
の
領
域
を
分
断
し
、
自
ら
の

領
邦
を
統
一
国
家
へ
と
完
成
さ
せ
る
準
備
を
着
実
に
整
え
つ
つ
あ
っ
た
。

「
諸
国
家
の
体
系
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
そ
う
し
た
帝
国
の
現
実
を

反
映
し
た
概
念
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

w
　
「
ド
イ
ツ
帝
国
の
病
」

と
国
家
理
性

　
規
則
的
な
国
家
形
態
か
ら
逸
脱
し
、
「
変
則
的
で
怪
物
に
似
た
」
政
体

を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
帝
国
は
国
内
的
騒
乱
や
政
治
的
分
裂
の

危
機
に
絶
え
ず
曝
さ
れ
て
き
た
が
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
こ
れ
を
「
ド

イ
ツ
帝
国
の
病
」
と
呼
ん
だ
。

　
こ
の
帝
国
の
「
病
」
は
、
ド
イ
ツ
が
「
諸
国
家
の
体
系
」
で
も
、
か
と

い
っ
て
（
制
限
）
君
主
政
で
も
な
い
と
い
う
国
家
形
態
の
変
則
性
が
原
因

と
な
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
と
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
主
張
す
る
が
、
具

体
的
に
は
次
の
よ
う
な
「
病
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
皇
帝
と
帝
国
等
族
の
対
立
お
よ
ぴ
帝
国
等
族
間
の
競
合
・
反
目

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
皇
帝
は
か
つ
て
の
王
確
の
復
活
を
求
め
る
が
、
帝

312



（119）研究ノート

国
等
族
は
既
得
権
と
領
邦
内
の
自
治
権
を
保
持
せ
ん
と
し
、
そ
の
縞
果
、

両
者
の
間
に
は
猜
疑
、
不
信
、
謀
略
が
発
生
す
る
。
ま
た
、
各
領
邦
は
そ

れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
統
治
形
態
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
君
主
政
体
を
と
る
領

邦
と
自
由
な
気
風
を
璽
ん
じ
る
帝
国
自
由
都
市
の
間
に
も
激
し
い
対
立
が

存
在
す
る
。
さ
ら
に
、
諸
侯
間
に
も
世
俗
君
主
と
教
会
着
主
と
の
対
抗
関

係
が
あ
り
、
こ
う
し
た
対
立
状
況
が
「
ド
イ
ツ
帝
国
の
病
」
を
い
っ
そ
う

根
の
深
い
疾
病
た
ら
し
め
て
い
る
と
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
考
え
て
い
る
。

　
そ
の
他
の
「
ド
イ
ツ
帝
国
の
病
」
と
し
て
は
、
ロ
ー
マ
■
カ
ト
リ
ッ
ク

と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
の
宗
教
上
の
対
立
、
国
家
歳
入
と
常
備
軍
の
欠
如
、

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
に
よ
る
帝
位
独
占
、
裁
判
の
遅
延
、
貨
幣
の
不
統
一
、

諸
侯
の
奮
傍
、
近
隣
諸
国
の
内
政
干
渉
な
ど
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
帝
国
の
「
病
」
を
治
療
し
、
ド
イ
ツ
帝
国
を
再
建
す
る
た
め

の
改
革
案
を
プ
ー
フ
ユ
ン
ド
ル
フ
は
『
国
制
論
』
第
八
章
の
な
か
で
提
起

す
る
が
、
こ
の
章
は
「
ド
イ
ツ
帝
国
の
国
家
理
性
に
つ
い
て
（
忌
量
手

昌
O
m
ぎ
旨
眈
巨
喝
三
0
9
ヨ
彗
巨
）
」
と
い
う
表
題
が
つ
け
ら
れ
て
い

る
〇

　
一
七
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
は
、
「
国
家
理
性
（
墨
ま
蜆
冨
巨
蜆
）
」
に
関
す

る
数
多
く
の
文
献
が
著
さ
れ
て
い
る
が
、
領
邦
国
家
台
頭
の
趨
勢
を
反
映

し
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
領
邦
君
主
の
絶
対
主
義
を
擁
護
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
た
と
え
ぱ
、
前
述
し
た
ケ
ム
ニ
ッ
ツ
は
、
『
我
々
の
ロ
ー
マ
H
ド

イ
ツ
帝
国
の
国
家
理
性
に
関
す
る
論
考
』
の
な
か
で
、
帝
国
の
「
国
家
理

性
」
を
考
察
し
て
い
る
が
、
帝
国
等
族
の
自
由
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
結

局
の
と
こ
ろ
、
領
邦
絶
対
主
義
を
基
本
的
に
容
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
が
唱
え
る
「
国
家
理
性
」
は
、
領
邦
絶

対
主
義
を
推
進
す
る
理
論
的
武
器
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
か
れ
の
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

う
「
国
家
理
性
」
と
は
、
帝
国
等
族
の
特
殊
利
益
を
擁
謹
す
る
も
の
で
は

　
　
　
　
　
、
　
　
、

な
く
、
帝
国
全
体
の
国
家
利
益
を
は
か
る
こ
と
を
ま
ず
第
一
に
意
味
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
が
主
張
す
る
、
ド
イ

ツ
帝
国
の
「
国
家
理
性
」
の
理
念
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
「
病
」
を
治
療
し
、

健
全
な
状
態
へ
と
回
復
さ
せ
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
た
と
い
え
る
。

で
は
、
か
れ
は
ど
の
よ
う
な
帝
国
改
革
案
を
考
え
て
い
た
の
か
。

　
ド
イ
ツ
帝
国
の
再
建
に
あ
た
っ
て
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
ま
ず
、
ド

イ
ツ
が
「
諸
国
家
の
体
系
」
と
い
う
状
態
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
こ
と
を
前

提
条
件
と
す
る
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
帝
国
を
構
成
し
て
い
る
諸
領
邦
が
そ

の
政
治
的
独
立
性
を
ま
す
ま
す
強
め
た
た
め
、
ド
イ
ツ
は
多
数
の
主
権
諸

国
家
の
ゆ
る
や
か
な
結
含
体
に
変
容
し
つ
つ
あ
る
と
か
れ
は
み
て
い
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
帝
国
が
国
家
と
し
て
の
ま
と

ま
り
を
次
第
に
失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
た
。
帝
国
の
国
家
的

統
一
性
の
維
持
を
第
一
の
目
標
と
し
て
い
た
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
と
っ

て
、
ド
イ
ツ
が
完
金
に
「
諸
国
家
の
体
系
」
”
国
家
連
合
に
移
行
す
る
の

を
防
ぐ
こ
と
が
、
帝
国
改
革
に
お
け
る
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

な
ぜ
な
ら
、
「
諸
国
家
の
体
系
」
に
移
行
す
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
が
一
個

の
国
家
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
喪
失
し
、
完
全
に
崩
壊
し
て
し
ま
う
こ
と

に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
帝
国
の
国
家
的
統
一
性
を
維
持
す
る
た
め
、
た
と
え
ぱ
か
れ
は
、
ド
イ

ツ
帝
国
を
構
成
す
る
同
盟
諸
国
（
領
邦
）
の
主
権
を
制
隈
す
る
こ
と
を
試
。

み
る
。
す
な
わ
ち
、
一
同
盟
諸
国
家
間
に
紛
争
が
起
こ
っ
た
際
に
、
そ
の
審

議
・
裁
決
は
“
公
平
な
第
三
者
的
立
場
に
あ
る
同
盟
国
に
委
ね
ら
れ
る
が
、

31，3
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こ
の
裁
定
を
係
争
中
の
当
事
国
が
受
け
入
れ
な
い
場
合
に
は
、
残
り
の
同

盟
諸
国
が
こ
の
執
行
を
強
制
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
措

置
は
構
成
諸
国
の
主
権
の
最
高
性
を
侵
害
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
不
可
能

で
あ
り
、
マ
イ
ネ
ヅ
ケ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
連
合
で
は
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
）

連
邦
国
家
に
お
い
て
の
み
可
能
な
提
案
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
連
邦
国

家
で
は
構
成
国
（
州
）
の
自
治
権
は
国
家
主
権
に
従
属
し
、
必
要
な
場
合

に
は
制
隈
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
こ
う
し
た
主
張
の
中
に
、
同
盟
国
（
領
邦
）
の

特
殊
利
害
よ
り
も
帝
国
全
体
の
国
家
利
益
H
「
国
家
理
性
」
を
優
先
さ
せ

て
い
こ
う
と
す
る
、
か
れ
の
基
本
的
婆
勢
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
を
国
家
連
合
〔
1
－
諸
国
家
の
体

系
〕
で
は
な
く
、
連
邦
国
家
と
し
て
再
建
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
よ
う
に

恩
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
連
邦
国
家
で
あ
れ
ば
、
各
領
邦
の
自
治
権
を

あ
る
程
度
認
め
つ
つ
も
、
帝
国
は
最
高
主
権
を
有
す
る
統
一
国
家
と
し
て

存
続
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ウ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
連
邦
制
の

構
想
は
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
お
い
て
い
ま
だ
未
成
熟
で
は
あ
っ
た
が
、

か
れ
の
帝
国
改
革
案
を
敷
術
す
れ
ぱ
、
明
ら
か
に
か
れ
は
連
邦
制
を
標
桟

し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
プ
ー
フ
呈
ン
ド
ル
フ
は
、
皇
帝
と
と
も
に
帝
国
全
体
に
関
わ
る

国
内
的
・
国
際
的
間
題
を
審
議
す
る
恒
久
的
な
合
議
体
（
o
昌
邑
…
昌
）
が

設
立
さ
れ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
が
ド
イ
ツ
帝

国
の
国
家
的
統
一
性
を
実
現
す
る
機
関
と
し
て
考
え
て
い
た
の
は
、
ド
イ

ツ
皇
帝
で
は
な
く
、
こ
の
恒
久
的
な
合
議
体
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
合
議
体
は
帝
国
議
会
よ
り
も
強
い
権
限
を
も
つ
機
関
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
帝
国
議
会
は
一
六
六
三
年
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
プ
ル

ク
に
常
置
さ
れ
て
以
来
、
も
は
や
国
家
意
恩
決
定
の
最
高
権
カ
機
関
で
は

な
く
、
各
領
邦
使
節
の
会
議
へ
と
そ
の
地
位
を
押
し
下
げ
ら
れ
て
い
た
が
、

プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
が
考
え
て
い
た
合
議
体
は
、
帝
国
議
会
の
よ
う
に
全

会
一
致
の
場
合
に
の
み
審
議
が
可
決
さ
れ
る
と
い
う
制
約
は
な
く
、
決
定

は
す
ぺ
て
多
数
決
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、

同
盟
諸
国
の
代
表
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
の
合
議
体
は
連
邦
議
会
と
し
て
の

性
格
を
強
く
帯
ぴ
て
い
た
。
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
こ
の
恒
久
的
な
合

議
体
が
最
高
権
カ
を
も
っ
て
帝
国
の
統
治
を
行
う
こ
と
が
、
帝
国
が
「
諸

国
家
の
体
系
」
1
－
国
家
連
合
へ
と
移
行
す
る
の
を
防
止
す
る
手
段
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
自
然
法
と
万
民
法
』
の
な
か
で
か
れ
は
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
も
し
、
金
同
盟
国
が
白
発
的
に
一
個
の
合
議
体
の
－
－
最
高
主
権
に

　
服
す
れ
ぱ
、
（
諸
国
家
の
）
体
系
が
、
完
全
な
国
家
（
〇
三
け
鶉
雷
二
〇
〇
冨
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
に
緒
合
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
」

　
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
最
萬
主
権
を
創
出
す
る
恒
久
的
な
合
議
体
を

設
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帝
国
の
崩
壊
を
防
ぐ
こ
と
に
、
プ
ー
フ
ェ
ン

ド
ル
フ
は
一
繊
の
望
み
を
託
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
・
か
ら
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
を
領
邦
絶
対
主
義
の
イ
デ
オ

ロ
ー
グ
と
の
み
規
定
す
る
こ
と
の
誤
り
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
は
、
個
別
の
領
邦
国
家
の
特
殊
利
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

を
超
え
た
、
ド
イ
ツ
帝
国
全
体
の
国
家
利
益
“
「
国
家
理
性
」
を
考
察
し

て
い
こ
う
と
す
る
強
い
婆
勢
が
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
蟹
冒
罵
－
く
昌
勺
巨
o
邑
o
ユ
一
b
唖
吻
§
ミ
ミ
、
ミ
ミ
O
ミ
§
§
ミ
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s
、
卜
§
ミ
ミ
§
ミ
ミ
ミ
§
一
b
o
§
｝
s
ミ
§
ミ
ミ
o
ぎ
ぎ
ト
き
ミ
q
s
ミ
㎞

　
（
以
下
b
雨
吻
§
ミ
H
ミ
ミ
ミ
Ω
ミ
§
§
｝
o
叫
と
略
記
す
る
。
）
な
お
、

　
テ
キ
ス
ト
は
向
o
目
自
目
｛
田
o
げ
自
目
に
よ
る
英
訳
版
H
ざ
、
ミ
竃
ミ

　
9
ミ
雨
ミ
Ω
ミ
§
S
S
k
（
■
O
目
邑
O
自
一
市
ユ
鼻
＆
｛
o
『
宛
げ
－
胃
ρ
O
巨
叩
ミ
9
ポ

　
閏
“
甘
旨
o
宛
o
m
o
曽
目
ρ
O
『
O
ミ
目
｝
自
ω
叶
．
勺
P
自
－
．
叩
O
す
自
『
o
－
｝
芭
H
P
－
α
o
ひ
）

　
を
使
用
し
た
。

（
2
）
　
『
自
然
法
に
基
づ
く
人
間
お
よ
ぴ
市
民
の
義
務
』
b
雨
§
＆
o

　
ま
§
ざ
汀
ミ
9
ミ
㎞
㌧
ミ
ミ
s
卜
雨
軸
雨
§
ミ
ミ
ミ
ミ
雨
§
ト
き
ミ
b
§

　
は
、
初
学
者
用
の
入
門
書
と
し
て
『
自
然
法
と
万
民
法
』
b
雨
言
ミ

　
≧
ミ
ミ
§
ミ
9
ミ
ぎ
§
ご
ミ
｝
9
δ
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
り
、

　
一
六
七
三
年
に
公
刊
さ
れ
た
。

（
3
）
　
た
と
え
ぱ
、
＝
p
；
峯
9
N
具
b
膏
峯
ミ
ミ
ミ
雨
o
ミ
良
茎
ミ
寒
§
§
卜

　
、
書
ミ
き
さ
（
団
9
＝
『
タ
“
斥
o
『
ま
O
…
苫
智
脚
O
O
二
H
8
o
o
）
一

　
｝
o
易
一
∪
o
冒
宵
一
ミ
o
§
書
ミ
』
8
s
ぎ
雨
ミ
ミ
軋
ミ
富
§
ミ
§
ミ
庁
＆

　
吻
s
§
S
ミ
ミ
S
軋
o
く
（
峯
饒
目
o
ゴ
o
自
一
く
鶉
す
o
司
O
．
匡
．
団
8
ぎ
岩
S
）

　
は
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
法
・
政
治
思
想
を
扱
っ
た
代
表
的
研
究

　
書
で
あ
る
が
、
『
国
制
諭
』
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い

　
な
い
。

（
4
）
9
ω
．
く
．
雲
ぼ
邑
o
只
b
軸
㌧
ミ
冊
峯
ミ
ミ
§
ミ
O
§
§
§

　
ト
き
ミ
◎
o
き
司
昌
自
ζ
膏
け
俸
■
色
喀
昇
H
N
亀
一
d
自
く
睾
嘗
一
3
二
宰

　
2
凹
o
才
o
H
目
o
斥
　
（
句
－
串
目
岸
旨
『
庁
　
p
　
峯
∴
　
峯
三
〇
『
く
閏
Ω
．
峯
．
民
．
＝
1
一

　
；
s
）
一
＜
＝
一
く
一
ω
H
o
．
（
以
下
b
軸
㌧
ミ
雨
≧
ミ
ミ
§
ミ
o
雨
ミ
｝
§
畠

　
と
略
記
す
る
。
）

（
5
）
§
吻
ミ
ミ
§
盲
ミ
9
§
§
ミ
一
雫
H
鼻

（
6
）
＜
o
目
－
．
句
．
旨
o
ぎ
邑
・
9
b
｝
雨
§
§
～
ミ
9
§
ミ
詩
§
ぎ
軋
ミ

　
ミ
§
ミ
§
○
塞
き
ざ
ミ
“
冨
『
彗
ω
o
司
晶
＆
昌
崖
目
o
9
目
零
－
o
－
“
g
く
o
目

　
一
く
ー
葭
o
守
『
（
旨
饒
目
o
｝
o
目
一
射
一
0
5
o
目
σ
o
自
『
晒
＜
o
二
葭
o
q
－
H
o
㎞
N
）
－
ω
一

　
N
α
ド

（
ア
）
　
b
耐
㌧
ミ
軸
≧
ミ
ミ
§
ミ
o
§
ミ
害
ミ
く
■
一
‘
吻
昌
．
な
お
、

　
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
O
睾
昌
阻
O
向
目
｛
O
奉
冒
O
鼻
｛
睾
H
目
旨
冨
凹
庄
O
自
巴

　
～
塞
8
の
英
訳
版
を
参
照
し
た
。

＊
　
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
文
献
か
ら
多
く
の
示
唆
を

　
得
た
。

　
　
小
笠
原
弘
親
「
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
契
約
理
論
」
〔
飯
坂
良
明
・

　
田
中
浩
・
藤
原
保
信
編
著
『
社
会
契
約
説
－
近
代
民
主
主
義
思
想

　
の
源
流
－
』
（
新
評
論
、
一
九
七
七
年
）
所
収
〕

　
　
倉
島
隆
「
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
政
治
思
想
研
究
に
つ
い
て
の
一

　
断
面
」
〔
『
日
本
大
学
法
学
紀
要
』
第
二
五
巻
所
収
〕

　
　
■
8
目
胃
o
宍
ユ
o
o
目
彗
し
さ
雨
、
o
』
ミ
鶉
県
b
軋
豊
ミ
ミ
o
ミ
、
書
s
，
o
く

　
宮
S
軋
、
“
軸
」
h
0
軸
、
、
昌
曽
o
雨
呉
≧
呂
“
ミ
、
畠
』
卜
萬
§
（
O
－
二
〇
曽
㏄
o
濠
■
O
目
ρ
O
自
“

　
－
一
〇
皇
二
く
o
易
一
｛
o
｛
Ω
一
一
8
o
竈
〇
一
〕
冨
留
L
8
餉
）
〔
な
ム
桐
、
邦
訳
と

　
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
倉
島
隆
訳
『
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
政

　
治
恩
想
』
（
時
潮
社
、
一
九
八
四
年
）
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橘
大
挙
大
挙
院
博
士
課
程
）
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